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第２章 子どもの現状と課題 

 

子どもの状況や実態を把握するためには、子どもや保護者の視点に立ったデータの収

集、蓄積、共有が必要となります。ここでは、平成２９年度に実施した、子どもにやさ

しいまちづくり委員会による「第１次推進計画の中間報告書」、平成３０年度に市内の

子どもや保護者を対象に実施した「子どもの権利アンケート結果」、子どもにやさしい

まちづくり委員会が行った「子どもへのヒアリングでの意見」、そして「平成３０年度

松本市民満足度調査結果」、その他各種データをもとに現状を示し、そこから現在の子

どもを取り巻く課題を明らかにし、第２次推進計画の基礎としていきます。 

なお、子どもを取り巻く課題は非常に複雑かつ多様化しているため、そのすべてを網

羅するものではありません。 

 

１ 子どもをめぐる現状と課題 

 

⑴ 人口動態について 

ア 現状 

松本市の年間出生数は、平成２９年に２千人を下回り１，８２４人で、出生率

は７．６％、１４歳未満の年少人口は１３％となっています。また、合計特殊出

生率（一人の女性が一生の間に産む子どもの数）も低下傾向にあり、最新の数字

では１．５０で、人口を維持するのに必要な２．０６（人口置換水準）は大きく

下回っています。死亡率との差による人口の自然増減をみると、平成２２年から

自然減に転じています。 

高齢者については、高齢（６５歳以上）人口の割合（高齢化率）が、２８％と

なっており、健康寿命も男女とも年々上昇してきています。 

未成年者の自殺死亡率は、長野県は全国を上回り、平成２７年から微増傾向に

あります。松本市においては、平成２５年から２９年の５年間で７人の未成年者

が自殺で亡くなっており、長野県と同様に高い傾向で推移しています。 

 

           人口動態              Ｈ30年 10月 1日現在 

 合計 
年少人口 生産人口 老齢人口 

（0～14歳） （15～64歳） （65歳以上） 

全体 239,695人 31,681人 141,883人 66,131人 

男 117,441人 16,470人 72,387人 28,554人 

女 122,284人 15,211人 69,496人 37,577人 
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合計特殊出生率 
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イ 課題 

超少子高齢型人口減少社会において、地域で安心して子どもを産み育てられ、

子ども自身も安心・安全に成長できる地域環境を作り出すために、行政、地域、

企業、市民それぞれが行うべきことについて、連携して考えていく必要がありま

す。 

 未成年者の自殺対策については、現在行っている施策の強化とＳＯＳの出し方

に関する教育を各機関と連携し進めていくとともに、個別支援について長野県の

戦略と合わせて検討が必要です。 

  

⑵ 子育て環境について 

ア 現状 

共働き世帯や核家族・ひとり親家庭などの増加により、地域における乳幼児期

の子育て支援に対する需要は多岐にわたり、また増加もしてきています。 

こんにちは赤ちゃん事業については、里帰り出産で、長期間留守にする家庭が

あるため、訪問数は９０％程度となっていますが、保護者にとっての相談の場と
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もなっている乳幼児健診や新生児訪問等により、訪問できなかった家庭を含めた

子育て支援を行っています。 

 

こんにちは赤ちゃん事業                単位：人・％ 

年度 対象児数 訪問数・ 率 要支援数・ 率 

平成 28 2,101 1,914 91.1 277 14.5 

   29 1,805 1,669 92.5 191 11.4 

   30 1,847 1,662 90.0 186 11.2 

 

乳幼児健診の受診状況（H30年度）           単位：人・％ 

  対象児数 受診児数 受診率 要観察児数・率 

4ヵ月児健診 1,852 1,807 97.6 336 18.6 

10ヵ月児健診 1,764 1,721 97.6 385 22.4 

1歳 6ヵ月児健診 1,897 1,866 98.4 619 33.2 

3歳児健診 2,005 1,991 99.3 376 18.9 

 

 

イ 課題 

地域における子育て支援に対する需要は年々増加していることから、支援体制

の強化を検討することが必要です。しかし、ただ需要があるからサービスを提供

するだけでなく、親子がしっかりと向き合い、子育てを楽しみ、結果として愛着

形成が促進され、子どもの自己肯定感が向上していくような事業展開を検討して

いく必要があります。 

子ども自身が、それぞれの個性を豊かに開花させられるような支援のあり方の

検討も必要です。 

松本市は、キッズ ＆ ユースデモクラシーを掲げて、子どもの権利をベースに

様々な施策を行っており、こうした施策の継続に加えて、地域での子育て支援と

して、元気な高齢者が、地域の中で自身の生きがいをつくりながら子育て支援も

していく仕組みづくりなど、年代の枠を超えての検討が求められます。 

また、保護者が仕事と家庭の両立ができるように、子育てを応援する職場環境

を推進するための、企業への働きかけが必要です。 

⑶ 子どもの居場所について 

ア 現状 

多くの子どもは、学校を中心とした生活の中で、勉強やクラブ活動を行い、学

校外では習い事等に打ち込んでいる子どももいます。子どもの権利アンケート結

果では、ホッとできる場所は、「自分の部屋など一人でいられる場所」や「リビ

ングなど家族と一緒にいられる場所」が最も多くあげられました。家の外では、

「松本市の保健衛生」 

松本市こども福祉課統計 
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「図書館・公民館」や「山や川など自然のあるところ」「部活・習い事の教室」

などもありましたが、「ほっとできる場所はない」と答えた子どもも２．２％

（４４人）ありました。 

小学生の放課後の居場所である児童館・児童センターは、年々利用者も増え、 

中高生向けに青少年の居場所として設置した施設も、学習やスポーツなどで、活 

用されています。一方、補導委員による街頭補導では、街頭で出会う児童生徒数 

は減少しており、特に平成２７年頃から補導した青少年数は、数年前の１／３以 

下になっています。内容を見ても喫煙や不健全娯楽（ゲームセンター等）の減少 

が著しく、子どもたちの生活が変化し、内向的になっていることが推測されます。 

権利擁護委員が実施した「学校外のアンケート調査」では、小中学生の７４％

が学校外でのスポーツや文化活動を行っており、そのうちの８０．９％はその活

動を楽しんでいました。 

また、４２．９％の子は、２種類以上の活動を行っており、放課後が忙しい小

中学生の姿が明らかになりました。 

 

【学校外のアンケート】学校以外の活動・活動種類別 回答数 

単位：人 
 活動している（活動内容は、複数回答） 

活動して

いない 

無回

答 

総合

計  スポーツ 音楽 塾・その他 無回答 計 

小学生 2,636  1,083  2,095  19  3,822  907  4  4,733  

中学生 1,232  505  2,196  19  3,024  1,491  8  4,523  

計 3,868  1,588  4,291  38  6,846  2,398  12  9,256  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 課題 

子どもたちが気軽に立ち寄ることができる居場所やほっとできる場所を見つけ 

ることができるよう、既存の公民館や居場所を支援する地域人材を活用するなど、

さらなる居場所の環境整備の検討が必要です。 

松本市子どもの権利擁護委員 
「学校外のスポーツ・文化活動についてのアンケート調査 結果報告書」 

活動している
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中学生(n=3,024)

学校以外の活動をしている児童の割合

松本市子どもの権利擁護委員 
「学校外のスポーツ・文化活動についてのアンケート調査 結果報告書」 
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すべての子どもの権利を守っていくために、家庭、学校、地域、行政がともに

その課題を理解し、困難を抱えている保護者や子どもの支援者を支援する仕組み

づくりとして、現在構築されているものを継続発展するとともに、更に検討して

いく必要があります。 

 

⑷ 子どもの意見表明・参加について 

ア 現状  

子どもの権利アンケートで、「あなたの意見を言ったりする機会」についてた

ずねたところ、家庭や学校地域で「聞いてもらっている」と答えた子どもは、家

庭では８４．９％、学校では７３．６％、地域では２３．８％で、わずかずつ上

昇してきていました。また、その設問と「自分のことが好きか」との設問をクロ

ス集計すると、自己肯定感の高い子ども（自分のことが好きと答えた子ども）の

方が「聞いてもらっている」と答える割合が優位に高く、同時に「地域の中でや

りたいことが出来る場所があるか」や「自分の好きなことをする時間が十分にあ

るか」なども同様の結果でした。（３９～４０ページ参照） 

子どもの意見表明・参加の促進として設置された、まつもと子ども未来委員会

の実施状況は以下の通りです。 

まつもと子ども未来委員会（３５人程度で現在５期目） 

 
活動期間 

委員数 開催 

回数 

参加数

（延） 小学生 中学生 高校生 合計 

1期 H27.1～H27.12 23 7 8 38 10 281 

2期 H28.3～H29.2 16 11 9 36 13 194 

3期 H29.4～H30.3 18 10 9 37 15 270 

4期 H30.4～H31.3 20 12 1 33 17 342 

        

イ 課題 

すべての子どもが自分の意見を表明し、積極的に様々な事業に参加できるよう 

な仕組みづくりを、家庭や学校や地域で考えていくことが必要であり、そのこと 

が子どもの自己肯定感や自主性を高めることにつながっていくことを、大人たち 

が自覚できるよう、大人への啓発も含めて様々な施策につなげる必要があります。 

 

⑸ メディアが子どもに与える影響について 

ア 現状 

近年のインターネット、スマートフォン等の普及により、低年齢の子どもも情

報通信機器に接しています。長野保健医療大学の熊本圭吾教授が、平成３１年に

県内の保育園児を対象に調査した結果では、１～６歳児全体で７６％、１歳児で

も６２％、６歳児では９６％が情報通信機器を見たり触ったりしているという結

果でした。 

松本市こども育成課統計 
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松本市の小中学生を対象に実施した電子メディア機器に関するアンケート調査

（令和元年６月に松本市校長会主催）では、学年が上がるごとに自分専用端末を

持っている割合は高くなり、親と共有の端末を持っている割合と合わせると、小

学３年生で４７％、中学３年生で７１％となっています。利用時間は小学生が平

日で平均１．０８時間、休日で１．９９時間、中学生は、平日で１．４７時間、

休日で２．８４時間でした。 

また、スマートフォン等を利用するようになってどの学年も勉強時間・睡眠時

間がともに短くなっていることも自覚しつつ、スマートフォンへの依存傾向（や

められない・やめにくい）と回答した子どもが小学生で４４％、中学生で５１％

でした。 
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イ 課題 

スマートフォンの過剰使用等により、睡眠時間が減るなどの生活習慣への影

響、視力の低下・脳の発達の遅れなどの体への影響や、低年齢から依存傾向がみ

られたり、子どもの遊びや人間関係にも影響を及ぼすなど、無視できないデータ

が数多くあります。これらに対しては、松本市だけの問題ではなく社会全体とし

て、子どもの育ちを守るために対応を検討していくことが必要です。 

ICT は社会生活全般の利便性を高め、教育の中でも取り入れられ、有効活用さ

れています。一方で、保護者が有害サイトのフィルタリングを行っても、その解

除方法をインターネットで検索し、子どもが解除してしまう等、多くの大人が追

いつけていない状況にあります。大人達が ICTの与え方や使い方を指導できるよ

うにするといった予防策、既に過剰使用による影響を受けている子どもへの対応

策等、まだその有効な方法が明確になっていないこともあり、模索しながら、し

かし早急に対応していくことが求められています。 
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14.9 

13.8 

11.6 

9.6 

9.3 

2.1 

1.6 

1.5 

1.0 

0.9 

1.1 

0.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学３年生(n=1218)

小学４年生(n=1390)

小学５年生(n=1783)

小学６年生(n=2074)

中学１年生(n=2636)

中学２年生(n=3368)

中学３年生(n=2204)

生活の変化

使用時間長 勉強時間短 睡眠時間短 家族時間短 かくれて使用
投稿 ＳＮＳ利用 課金 出会い

松本市校長会「電子メディア機器に関するアンケート調査結果」 

やめられない

8.5 

6.7 

5.4 

4.8 

2.8 

5.7 

4.6 

やめにくい

33.7 

35.8 

38.1 

43.2 

43.0 

48.9 

48.2 

やることがある

43.5 

47.0 

49.0 

47.3 

49.9 

42.4 

44.9 

興味なし

14.3 

10.5 

7.5 

4.7 

4.3 

3.0 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【凡例】

小学３年生(n=1828)

小学４年生(n=1871)

小学５年生(n=1998)

小学６年生(n=1879)

中学１年生(n=1990)

中学２年生(n=1979)

中学３年生(n=2021)

どのくらい夢中になっているか

松本市校長会「電子メディア機器に関するアンケート調査結果」 
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⑹ 貧困について 

ア 現状 

子どもの貧困について、厚生労働省の平成２４年の国民生活基礎調査で貧困率

が過去最高の１６．３％となり、平成２５年６月には「子どもの貧困対策の推進

に関する法律」が制定されました。 

貧困には、衣食住の欠乏により生命維持の危機にさらされる状態にある絶対的

貧困と、可処分所得が全人口の中央値の半分未満という基準に該当する相対的貧

困があります。相対的貧困の問題は、貧困が原因で、子どもの学習や友人との交

流の経験が減少し、やがて子どもの学力や対人スキルの低下、社会からの孤立、

就労機会の喪失につながり、貧困から抜け出せなくなる、貧困の連鎖を生み出す

ことにあります。ただし、相対的貧困問題は子どもにとって大きなリスク要因で

はありますが、これが解消することで、子どもにとっての環境的不利がなくなる

わけではありません。国連では、「子どもの貧困とは、単にお金がないというだ

けではなく、国連子どもの権利条約に明記されているすべての権利の否定と考え

られる。」と示しています。 

松本市が実施した調査によれば、虫歯で歯が溶けてしまっている、爪がいつも

長く汚れているといった子どもたちの存在や、経済的に困窮していることが予想

される世帯ほど、子どもの大学進学を希望しないことや、無料で利用できる学習

支援に対するニーズが高いことがわかりました。  

平成２９年度から実施している子どもの居場所づくり推進事業は、子どもの豊

かな食事や、学習・保護者への支援を行う地域の居場所づくりを進めています。

参加した子どもたちからは、９０％の子どもたちが「また来たい」と答え、いろ

いろな人とのふれあいで、「自信をつけた」と答える子どもも多くあり一定の効

果が上がっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8%

3.8%

1.9%

1.8%

16.6%

21.7%

9.2%

8.2%

37.0%

31.3%

26.9%

24.6%

4.6%

8.5%

0% 50% 100%

収入

200万円

以上

収入

200万円

未満

学習の支援に対する希望（H28ひとり親家庭実態調査）

放課後の居場所（学童保育等）を充実してほし

い

家では勉強する場所がないので、家以外で勉強

できる場所を提供してほしい

家では勉強を教えられないので、無料や安価な

学習塾をつくってほしい

友達と一緒に今ある学習塾に行かせたいので、

塾の費用を補助してほしい

制度資金や奨学金をもっと借りやすいもの、返

済不要なものを拡充してほしい

勉強面ばかりでなく、生活全般に使える児童扶

養手当を増額してほしい

未回答

松本市こども福祉課調査 




